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【今月の一言】 

先日、スノーボードに挑戦しに新潟県へ行ってきま

した。心配していた暖冬の影響もなく、まさに「トンネ

ルを抜けると雪国であった」の世界観を新幹線の車

内から少しだけ感じ

ることができました。

十数年ぶり（！）のス

ノーボードでしたが、

はじめは派手に転び

ながらも徐々に感覚

を取り戻し、怪我する

こと無く楽しく滑るこ

とができました。 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りをお

届けいたします。 （事務員 S） 

2024年 10月からの社会保険適用拡

大に関するＱ＆Ａが公開されました 

所定労働時間または所定労働日数が通常の労働者

（正社員）の４分の３に満たない短時間労働者でも、

下記の要件を満たせば、健康保険と厚生年金保険の

被保険者になります。 

① １週の所定労働時間が 20時間以上であること 

② 所定内賃金が月額 8.8万円以上であること 

③ 学生でないこと 

④ 特定適用事業所に使用されていること 

今年の 10 月から、④の特定適用事業所の企業規

模要件が、使用される厚生年金保険の被保険者の総

数が常時 100 人を超える企業から常時 50 人を超

える企業に拡大されるため、厚生労働省によるＱ＆Ａ

が公開されました。関係のある方は、下記をご確認く

ださい。 

◆問９ 「被保険者の総数が常時 50 人を超える」

とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常

時 50人を超えると判断することになるのか。 
 

［答］ 

① 法人事業所：同一の法人番号を有する全て

の適用事業所に使用される厚生年金保険の

被保険者の総数が 12か月のうち、６か月以

上 50人を超えることが見込まれる場合 

② 個人事業所：適用事業所ごとに使用される

厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月

のうち、６か月以上 50 人を超えることが見

込まれる場合 

◆問10 特定適用事業所に該当した適用事業

所は、どのような手続が必要になってくるか。 

［答］ 

① 法人事業所：同一の法人番号を有する全て

の適用事業所を代表する本店又は主たる事

業所から、事務センター等へ特定適用事業所

該当届を提出（健康保険組合が管掌する健

康保険の特定適用事業所該当届については、

健康保険組合へ提出） 

② 個人事業所：各適用事業所から、事務センタ

ー等へ特定適用事業所該当届を提出（健康

保険組合が管掌する健康保険の特定適用事

業所該当届については、健康保険組合へ提

出） 

【厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・

厚生年金保険の適用拡大Ｑ＆Ａ集（令和６年 10

月施行分)）】より 

「特定受託事業者（フリーランス）に

係る取引の適正化に関する検討会」

報告書がまとめられました 
特定受託事業者（フリーランス）に係る取引の

適正化等に関する法律（以下、「本法」といいます）

の施行に向けて、政令または公正取引委員会規

則で定めるとされている事項について、公正取

引委員会は、各業種における取引実態を踏まえ、

特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検

討会がとりまとめた報告書を公表しました。 

◆業務委託をした場合に明示しなければなら

ない事項（本法３条１項） 
本法３条１項では、業務委託事業者が特定受託

事業者に業務委託をした場合、公正取引委員会

規則に定める事項を明示しなければならないと

されています。 

この公正取引委員会規則に定める事項につい

て、下請法や業法・業界の慣行とそろえるべきと

の意見により、下記の事項とすることが適当と

示されました。 

① 業務委託事業者および特定受託事業者の商

号、名称等 

② 業務委託をした日 

③ 特定受託事業者の給付・役務受領の期日 

④ 特定受託事業者の給付を受領する場所 

⑤ 給付・役務内容検査の場合は、検査完了期日 

⑥ 報酬をデジタル払い（報酬の資金移動業者

の口座への支払い）する場合に必要な事項 

◆規定の対象となる業務委託の期間（本法５

条１項柱書） 

本法第５条では、特定業務委託事業者が特定

受託事業者に対し、業務委託をした場合にして

はならない行為を定めています。 

この規定の対象となる業務委託は、政令で定

める期間以上の期間行うもの（契約の更新によ

り、期間以上継続して行うこととなるものを含む）

に限定されており、この具体的な期間は「１か月」

とすることが適当と示されました。 

報告書では、上記２点のほか、任意事項とされ

る電磁的方法による明示の認否や、再委託する

場合の取扱いについても方針が示されています。

フリーランスとの取引がある場合は、新法の施行

までに準備を進めていきましょう。 

【公正取引委員会「『特定受託事業者に係る取引

の適正化に関する検討会』報告書について」】よ

り 

 

３月の税務と労務の手続 

［提出先･納付先］ 
11日 

 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用した労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

16日 

 個人の青色申告承認申請書の提出 

＜新規適用のもの＞ ［税務署］ 

 個人の道府県民税・市町村民税の申告

 ［市区町村］ 

 個人事業税の申告 ［税務署］ 

 個人事業所税の申告 ［都・市］ 

 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

 所得税の確定申告期限 ［税務署］ 

 確定申告税額の延納の届出書の提出 

  ［税務署］ 

 財産債務調書、国外財産調書の提出 

 総収入金額報告書の提出［税務署］ 

4月 1日 

 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

  ［公共職業安定所］ 

 個人事業者の消費税の確定申告期限 

  ［税務署］ 

202４年 ３月号 


